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会社
・機

関名
が入

った
公印

証
明

者
勤

務
先

所
在

地

20

帯
同

保
護

者
志

願
者

以
下

保
護

者
と

志
願

者
の

在
留

時
期

お
よ

び
在

留
期

間
に

相
違

が
あ

る
場

合
は

、
そ

の
理

由
を

保
護

者
が

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。
理
由

　
例
（
出
発
時
）：
父
親
が
生
活
基
盤
を
整
え
て
か
ら
家
族
を
呼
び
寄
せ
た
た
め
。

　
例
（
帰
国
時
）：
父
親
は
６
月
１
日
付
け
で
異
動
に
な
っ
た
が
子
供
は
６
月
の
学
年
修
了
ま
で
滞
在
し
た
た
め
。

　
出
発
時
：
生
活
基
盤
を
整
え
て
か
ら
母
子
を
呼
び
寄
せ
た
た
め
。

　
帰
国
時
：
4
月
か
ら
日
本
の
中
学
校
に
入
学
さ
せ
る
た
め
、
母
子
の
み
先
に
帰
国
し
た
。

人
事

部
等

で
、

会
社

・
機

関
名

が
入

っ
た

公
印

を
押

し
て

も
ら

っ
て

く
だ

さ
い

。（
可

能
な

限
り

日
本

国
内

か
ら

の
証

明
を

お
願

い
し

ま
す

。）
訂

正
し

た
場

合
は

、
公

印
に

よ
る

訂
正

印
が

必
要

で
す

。
会

社
・

機
関

名
が

入
っ

て
い

な
い

人
事

部
長

印
の

み
で

の
発

行
は

無
効

で
す

。

確
認

し
て

く
だ

さ
い

。

Ｒ
－

Ａ
－

Ｂ
－
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確
認

し
て

く
だ

さ
い

。

会社
・機

関名
が入

った
公印

証
明

者
勤

務
先

所
在

地

帯
同

人
事

部
等

で
、

会
社

・
機

関
名

が
入

っ
た

公
印

を
押

し
て

も
ら

っ
て

く
だ

さ
い

。（
可

能
な

限
り

日
本

国
内

か
ら

の
証

明
を

お
願

い
し

ま
す

。）
訂

正
し

た
場

合
は

、
公

印
に

よ
る

訂
正

印
が

必
要

で
す

。
会

社
・

機
関

名
が

入
っ

て
い

な
い

人
事

部
長

印
の

み
で

の
発

行
は

無
効

で
す

。

保
護

者
志

願
者

保
護

者
と

志
願

者
の

在
留

時
期

お
よ

び
在

留
期

間
に

相
違

が
あ

る
場

合
は

、
そ

の
理

由
を

保
護

者
が

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。
理
由

　
例
（
出
発
時
）：
父
親
が
生
活
基
盤
を
整
え
て
か
ら
家
族
を
呼
び
寄
せ
た
た
め
。

　
例
（
帰
国
時
）：
父
親
は
６
月
１
日
付
け
で
異
動
に
な
っ
た
が
子
供
は
６
月
の
学
年
修
了
ま
で
滞
在
し
た
た
め
。

　
出
発
時
：

　
帰
国
時
：

以
下

❹
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